
しゃりょうた

ょうを終るものである。 ー」自動洗じよう装置。(井田緑朗)

し伊りょうたいようねんすう 車両耐周年数 日 ;木固有鉄

道固定財産管理規程によ って，車両は償却財産として定傾法に

よる償却を行うこ と ， すなわち車両が使用に耐えう る年数をあ

らかじめ決定し， 車両の原{聞から残存価古買を差ヨ|いた金傾を耐

周年数のうちにおL 、て ， 各年度に等額に制緩って償却をしてゆ

くこ とが定められている。この耐用年数は過去の経験を基礎と

して決められたものであるが， 使用に耐えなくなる原因として

は， 車両が技術的に使用に耐えなくなる としづ物理的原因と，

車両として使用し得ても旧式となったり，時代の要請にこたえ

られなくなる等， いわゆる陳腐化とい う 2 つの原因がある。

国鉄の車両に対しては耐周年数をつぎのように定めている。
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車両耐周年数の計算は落成した翌年度から起算し， また耐周

年数の超過した車両は廃車するこ と が原則である。(償山勝義)

し や りょうとそうぼう 車両塗装法 鉄道車両の各111樋につ

いては， それぞれ特有の塗装法が規定されているが， そのゆで

銅製客車および電車塗装法はつぎのとおりである。

l 車両塗装の呂町j

111両を榊成する各店i材料の保護と構造の美観 と をおもな目的

とするが，機能的色彩捌節の役目もこの中に自然、に含まれる。

2 塗装法の極別

(1) ベイント (paint) 塗装法

(2) フタノレ (phthallic) 酸樹脂エナ メノレ (ename l)塗装法

(3) 防火塗料塗装法

削減i ワニス (varni sh ) 塗装法

(5) セラ ック ワエス (schellac varnish ) 塗装法

(6) うるし塗装法

(7) ラッカー (lacque r ) 塗装法

(8) その他の塗装法

このうち(8)は耐熱塗装など特殊塗装法に適用される。

3 塗装工程および乾燥

つぎの 2 ~買が車両塗装の要点とされている。

(1) 塗装の仕上聞はきれいでなめらかでなければならない。

このためには被塗装聞をなるべく平たんに仕上げるか， または

平たん性がよくない場合はパテ (putty) 付け，サー ブェ ーサー

(ßurfacer) 研き「な どを行 って上塗り塗脱が平滑になるように，

下地ごし らえ と称する工程を行わなければならない。

(2) 塗股が十分に乾燥しなし、うちにつき.の操作にかかつては

ならない。このため熱風乾燥， 赤外線加熱乾燥などの乾燥促進

を行って塗 り 重ね工程の短縮をはかる。

4 塗装方式

車両塗装方法としては，はけ塗り ・ コーノレドスプレー (cold­

s pray) ・ ホ γ トスプレ ー (hot-spray) ・ 俗電塗装法などが突用

されている。

ホットスプレー塗装は塗料を 70-80 " C に加熱して憤射塗装

する方法でっき・の ような特長を もっ。

(1) 不担11発性成分含有益:が多いので ， 塗布盆も多くなり ， 塗

装回数を滅少するこ と ができる。

(2) う すめ古賀が少なくてよ い。

(3) 湿度が高くても自化現象が起らない。

(4) ゆずはだができない。

(5) 工数 ・ 工費の節減ができる。

加熱の方法は，容E寺内てす11混した塗料をスプレ ー ガ'/ (Bpray 

gun) に送る方法と ， ガ γに直結した容総を電熱加温する方法

などが用いら;/1，る。
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し ゃ りょうのかしわたし 車両の貸渡 鉄道または軌道の経

営者が自己の所属車両を一定期間他の鉄道または軌道の線路内

で使用させること。

l 国鉄における車両の貸波

国鉄所属の営業用車両を闇鉄郎外に貸渡す場合または建設改

良工事用として園鉄部内の使用に供する場合は，車両貸波およ

び使用規則によるが， その要項はつぎのとおりである。

(1) 貸渡しは鉄道管理局長が行う。

(2) 刻l聞は原則として 3 月以内とするむ

(3) 貸渡しについては，所定の貸波料または部内使用料を収

受する。

(4) 貸渡車両については， 一定の検査 ・ 修繕等借受者におい

て車両使用上のj!é任を負う 。

2 Ji!!方鉄道 ・ 軌道における車両の貸波

貸渡期間が 2 箇月以内の場合は， 貸渡する方は何らの手続を

裂しないが， それ以上の期間におよぶときは，地方鉄道業者は

所管陸運局長に，軌道経営者は運輸大臣および建設大臣にそれ

ぞれ厨出を裂する(地方鉄道法施行規則第 33 条，軌道法施行規

則第 27 条)。初めの貸渡期l聞が 2 箇月以内で，これを延期する

場合でも初めの期j聞を通じて 2 箇月以上にわたるときは同様で

ある。

貸渡の相手方は借入使用となるが， 車両を借りた方は，地方

鉄道業者も軌道経営者も地方鉄道法施行規則第 26 条(軌道法施i

行規則第 27 条i作用)に規定されているとおり ，他線の車両を運

転するための認可(地方鉄道は所管陸運局長，軌道t主連綿大医お

よび建設大臣)を必要とする。(重森直樹・稲閏四郎)

し e りょうのじようと 車両の譲渡 鉄道または軌道業者が

自己所属の111両を他人に対してゆずり渡すこと。国鉄が譲渡す

るには払下げの手続で足りるが， 地方鉄道または軌道は， 譲渡

の相手方が鉄道 ・ 軌道業者であるときは監督官庁に対し周出を

必裂とし(地方鉄道法施行規則官官 33 条・軌道法施行規則第 27 条

により地方鉄道法施行規則第 33 条準用)，それ以外の者に対す

る銀波のときは ， !発車の手続を とることになる。

なお車両をゆずり受けた地方鉄道 ・ 軌道染者は， 車両の購入

となるから，規定による器類および図簡を添付して， 1車lド巨両の設

骨計| に|関刻する L蚊?官f刊2儲iげf官庁の認可を受けなければならな Lい、(地ブ方3飲道

法施行規R別lリl悌z第F店~ 2勾0 条およひ

f道目法』施E行規目則lリl錦 2初0 条I準匹用)入。 この場合ゆずり受けるZ事|巨z雨が， 国

鉄所属のものまたは地方鉄道 ・ 軌道業者所院の既認可設計車両

で改造を加lえないも のであるときは， 前使用者名 ・ 旧形式称号

および記号番号を記~し，契約書の写しを添付すれば， 上記の

うち設計欝および図雨の添付を省略す ることができる。(縮図

四郎)

し 々 りょうのしんどう 車両の振動

1 111同様卸Jの分類

車両のJ反動は車体を支えているばねを境としてそれよ り上の

部分を主とする振動と，下の部分を主とする領動 と に大別する
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